
座間市第六北庁舎及び分庁舎統合整備事業に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

この実施要領は、座間市第六北庁舎及び分庁舎統合整備事業（以下「本事業」という。）

に係る設計及び施工を一括して発注するに当たり、受託候補者を公募型プロポーザル方式

により特定するために必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 業務の概要 

⑴ 件  名 座間市第六北庁舎及び分庁舎統合整備事業 

⑵ 契約期間 契約日の翌日から令和９年１０月３１日まで 

⑶ 業務内容 別紙「座間市第六北庁舎及び分庁舎統合整備事業要求水準書」のとおり 

 ⑷ 提案上限額 ３５０，０００，０００円（消費税含む。） 

                 （令和８年度 支払い限度額２１０，０００，０００円（消費税含む。）） 

         （令和９年度 支払い限度額１４０，０００，０００円（消費税含む。）） 

※当該業務に係る予算の議決が得られないとき及び当該業務の契約が議

会承認を得られない場合は、契約事務手続を行わない。なお、この場合

において市はいかなる責めも負わない。 

 ⑸ 支払い条件 

  市は、事業者が実施する本事業に係わる金額について、あらかじめ定める額を事業者

に支払う。 

① 前金払い 有り 

前金払いの額は、契約の４０％以内とする。 

② 中間前金払 有り 

既に前金払いの支払いを受けているもので、支払い条件を満たした場合、適用する。

中間前金払いの額は、施工業務に関する請負代金の２０％以内とする。 

 ⑹ 発注者及び事務局 

  ア 発注者 座間市 

  イ 事務局 座間市財務部資産経営課 担当：山本、山田 

        〒252-8566 

        神奈川県座間市緑ケ丘一丁目１番１号 

        電話：046-252-7801（直通） 

        E-mail：kanzaika@city.zama.kanagawa.jp 

 

３ 参加資格要件 

 ⑴ 参加者の構成等 



   本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げるア又はイのいずれかによるものとする。 

  ア 単独企業 

  イ 自主的に結成した、連合体、共同企業体 

(ｱ) 連合体 

設計業務及び監理業務と施工業務を異なる企業が実施を行う為に、結成を行う組

織体とする。 

(ｲ) 共同企業体 

施工業務を複数の企業が共同して実施を行う為に、結成を行う組織体とする。な

お、適用条件等については、座間市共同企業体取扱基準（以下「基準」という。）に

基づくものとする。 

      (ｳ) 連合体と共同企業体の複合体 

     上記(ｱ)及び(ｲ)を複合した場合には、施工業務については、座間市共同企業体取

扱基準に基づくものとする。 

 ⑵ 単独企業又は共同企業体構成員全者に共通する参加資格要件 

参加者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 

イ 法人税（個人事業者にあっては所得税）、消費税、地方消費税、事業税及び都道府県

民税並びに市町村民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していない者であること。 

ウ 座間市競争入札参加停止及び指名停止等措置要綱（平成２４年４月１日施行）に基

づく停止措置を受けていない者であること。 

エ 座間市暴力団排除条例（平成２３年座間市条例第２４号）第２条第２号に規定する

暴力団、同条第４号に規定する暴力団員等若しくは同条第５号に規定する暴力団経営

支配法人等又は同条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められ

る者でないこと。 

オ 神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号）第２３条第１項又は

第２項の規定に違反していない者であること。 

カ 本業務を円滑かつ確実に遂行する十分な能力及び体制を有している者であること。 

キ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条に基づく一級建築士事務所登録簿

に登録されたものであること。 

ク 直近５年間において、類似規模（延床面積３００㎡以上）の事務所等の設計及び施

工実績を有すること。 

サ 提案実施者が、総括責任者となり、本業務の業務遂行を行うこと。 

  ⑶ 業務配置担当者の要件 

   参加者は、次に掲げる要件を満たしている者を配置できること。 



  ア 設計業務担当を行うものは、一級建築士の資格を有している者を配置すること。 

  イ 施工業務担当を行うものは、一級建築施工管理技士の資格を有していること。 

  ウ 監理業務担当を行うものは、一級建築士の資格を有している者を配置すること。 

 

４ 説明会 

本プロポーザルに関する説明会は実施しない。 

 

５ 参加表明手続 

⑴ 提出書類 

ア プロポーザル方式参加表明書（様式第１号） 

 ※連合体又は共同企業体を構成し参加する場合は、連合体構成届出書（様式第１号の

１）を含む。 

イ 会社概要表（様式第２号） 

ウ 配置担当者調書（様式第３号） 

 ⑵ 作成要領 

  ア 指定様式を使用すること。 

  イ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

  ウ 正本１部、副本５部とする。なお、副本は、黒塗り又は空白により提案資格者社名

及び提案資格者が憶測される記載をしないこと。 

⑶ 提出先 座間市財務部資産経営課 

〒252-8566 

座間市緑ケ丘一丁目１番１号 

⑷ 提出方法 

 座間市財務部資産経営課に持参又は郵送すること。郵送の場合は、一般書留郵便又は

簡易書留郵便で提出すること。 

⑸ 提出期限 令和８年２月６日（金）午後５時１５分まで 

 ※持参の場合は、午前８時３０分から午後５時までとする。（土・日曜日、祝日を除く。） 

⑹ 参加資格要件の確認結果 

令和８年２月１０日（火）にプロポーザル方式参加資格確認結果通知書を送付する。 

   併せて、対象地測量図データ及び市想定スケジュール表を配布する。 

６ 提案書等の受付 

参加資格要件の確認の結果、参加資格を有すると認められた者から、次のとおり提案書

等を受け付けるものとする。 

⑴ 提出書類 

  提出書類は以下のア～キのとおりとする。書類の作成に当たっては、⑵作成要領に記



載の事項に注意すること。なお、提案書等は、業務における取組方法について提案を求

め、業務を委託する受託者を選定するための資料であること。 

ア 提案書（表紙）（様式第４号） 

イ 主要業務、同種・類似業務実績（様式第５号及び様式第５号の１） 

ウ 事業実施方針（案）（任意様式） 

エ 想定建築物簡易図面（案）（任意様式） 

オ 周囲との調和想定図（案）（任意様式） 

カ 事業スケジュール（案）（任意様式） 

キ 提案価格表（様式６号） 

⑵ 提案書作成上の留意点 

ア 正本１部、副本５部とする。副本は、黒塗り等により提案資格者社名及び提案資格

者が憶測される記載をしないこと。 

イ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４又はＡ３とする。また、「エ 統合整備事業に係

る提案書」及び「オ 市内事業者活用に係る提案書」については、６ページ以内（日本

産業規格Ａ４又はＡ３）とする。 

ウ 書類作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量

法（平成４年法律第５１号）に定める単位に限る。 

エ 次の事項に留意すること。 

(ｱ)  片面カラー印刷、左肩クリップ留、普通紙を用い、製本はしない。 

(ｲ) 正本には、提案資格者社名と日付を記載すること。 

(ｳ) 各ページには、提案資格者社名（正本のみ）、頁数、日付を記載すること。  

 オ 別紙「座間市第六北庁舎及び分庁舎統合整備事業公募型プロポーザル評価基準」の

評価着目点に記載されている内容については、必ず提案すること。 

⑶ 提出先 〒252-8566 

神奈川県座間市緑ケ丘一丁目１番１号 

座間市財務部資産経営課 

⑷ 提出方法 

座間市財務部資産経営課に持参又は郵送すること。郵送の場合は、一般書留郵便又は

簡易書留郵便で提出すること。 

⑸ 提出期間 

 令和８年３月２３日（月）午後５時１５分まで（必着） 

※持参の場合は、午前８時３０分から午後５時までとする。（土・日曜日、祝日を除く。） 

⑹ 提案の取消 

   次のア～エに該当する場合は、提案を取消とする。 

ア 提出方法、提出場所、提出期限に適合しないもの。  



イ 作成要領に示された条件に適合しないもの。  

ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。  

エ 提出書類に虚偽の記載があるもの。 

 

７ 提案書等に関する質問と回答 

提案書等の作成に当たっての質問は電子メールにより受け付ける。 

⑴ 質問受付期間 

令和８年２月２０日（金）午後５時１５分まで 

⑵ 質問先メールアドレス 

E-mail：kanzaika@city.zama.kanagawa.jp 

⑶ 回答方法 

 令和８年２月２５日（水）までに質問内容及び回答を、市ホームページに掲載する。 

 

８ ヒアリング 

提案書の内容を評価するに当たり、次のとおりヒアリングを実施する。 

⑴ 日 時 令和８年３月２６日（木） 時間は別途通知する。 

⑵ 場 所 座間市役所 ５階 ５－３会議室 

⑶ 評価基準 

  評価項目及び評価基準は「座間市第六北庁舎及び分庁舎統合整備事業公募型プロポー

ザル評価基準」に基づき、選定委員会が評価を行う。 

⑷ 説明者等について 

  説明者は、総括責任者、担当主任技術者等の３名以内とする。なお、原則として代理

者及び指定された者以外の者の出席は認めない。 

⑸ プレゼンテーション及びヒアリングについて 

ア １者につきそれぞれ３０分以内（プレゼンテーション２０分以内、ヒアリング１０

分程度）とする。 

イ 非公開とする。 

ウ ＰＣは、提案資格者にて持参することとし、主催者準備のプロジェクターに、ＨＤ

ＭＩ接続して行うこと。  

⑹ その他 

 ア 説明資料の準備は、５分以内に行うこと。 

 イ プレゼンテーションにおいて、あらかじめ提出した提案書等の内容以外の資料、模

型等を使用した場合、提出された提案書等は取り消しとする場合がある。 

ウ プレゼンテーションに出席しない場合は失格とする。ただし、交通機関等の事故等、

真にやむを得ない理由がある場合は、この限りではない。 



エ 最高点を取得した参加者が複数いる場合は、選定委員会で再評価を行う。再評価で

最高点を取得した参加者が複数いる場合は、委員長が受託候補者を選定する。 

オ 審査の結果、審査員の評価点数の合計が満点に対し６割に満たない場合は、優先交

渉権者として選定しない。 

カ プレゼンテーションの参加者が１者であっても審査を行う。 

 

９ 審査結果通知 

令和８年４月３日（金）ごろに参加者に提案書等評価結果通知書を発送する。また、市

ホームページおいて選定結果を公表する。 

 

１０ 提案資格の喪失等 

次のいずれかに該当するときは、当該業務に係る提案はすることができない。また既に

提出された提案書は無効とする。 

⑴ 「３ 参加資格要件」に規定する要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 市に提出した書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。 

 

１１ その他 

⑴ プロポーザルに係る費用は参加者の負担とする。 

⑵ 提案書は１者１提案までとし、提案書等を受け付けた後の追加及び修正は認めない。 

⑶ 提出された書類は返却しない。 

⑷ 市は、提出された書類について、座間市情報公開条例（平成１６年座間市条例第１7号）

の規定による請求に基づき、第三者に開示することがある。 

⑸ 市は、提出された書類について、提出した者に無断で本プロポーザルの目的以外に使

用しない。 

⑹ 参加表明書の提出後に参加を辞退する場合は、辞退届（様式第９号）を提出すること。 

 

１２ スケジュール 

募集告知開始 令和８年１月２３日（金）から 

参加表明手続締切 令和８年２月６日（金）午後５時１５分まで 

プロポーザル方式参加資格確認結果

通知書発送 

令和８年２月１０日（火） 

質問締切 令和８年２月２０日（金）午後５時１５分まで 

質問回答 令和８年２月２５日（水）まで 

提案書提出締切 令和８年３月２３日（月）午後５時１５分まで 



プレゼンテーション開催 令和８年３月２６日（木）までの間に開催予定 

評価結果通知発送 令和８年４月３日（金）頃までに通知予定 

契約事務手続 令和８年４月下旬を予定 

 

１３ 問合せ先 

座間市財務部資産経営課財産管理係 担当 山本、山田 

電 話 046-252-7801（直通） 

ＦＡＸ 046-255-3550 

E-mail：kanzaika@city.zama.kanagawa.jp 


